
広島県水道広域連合企業団管理規程第１号 

広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

令和７年３月 10 日 

   広島県水道広域連合企業団企業長 湯 﨑 英 彦 

広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程（令和５年広島県水道広域連合企

業団管理規程第35号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

 （災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当） 
第29条 （略） 
⑴ （略） 
⑵ 職員が、噴火により重大な災害が発生
し、又は発生するおそれがある場合におい
て災害対策基本法（昭和36年法律第223号
）第60条第１項の規定に基づき居住者等が
避難のための立退きを指示された地域又は
同法第63条第１項の規定に基づき設定され
た警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監
視、工事の監督又は測量若しくは測量の監
督等の作業に従事したとき。 

⑶ 職員が、豪雨等異常な自然現象又は大規
模な火事等の事故により重大な災害が発生
した箇所又はその周辺において行う災害警
備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用
若しくは保守又は鑑識作業に従事したと
き。 

⑷ 職員が、豪雨等異常な自然現象により重   
大な災害が発生し、又は発生するおそれが
ある場合において、災害対策基本法第23条
第１項又は第23条の２第１項の規定に基づ
き災害対策本部が設置された地方公共団体
の区域に派遣されて行う関係行政機関等と
の災害応急対策に係る連絡調整の作業に従
事したとき。 

⑸ 職員が、著しく異常かつ激甚な災害であ
って、当該非常災害に係る災害対策基本法
（昭和36年法律第223号）第28条の２第１
項に規定する緊急災害対策本部が設置され
たもの（東日本大震災を除く。）に対処す
るため第１号から第４号又は第６号に掲げ
る作業に引き続き５日を下らない範囲内に
おいて企業長が別に定める期間以上従事し
たとき。 

 
⑹ （略） 

（災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当） 
第29条 （略） 
⑴ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑵ 著しく異常かつ激甚な災害であって、当
該非常災害に係る災害対策基本法（昭和36
年法律第223号）第28条の２第１項に規定
する緊急災害対策本部が設置されたもの（
東日本大震災を除く。）に対処するため第
１号に掲げる作業に引き続き５日を下らな
い範囲内において企業長が別に定める期間
以上従事したとき。 

 
⑶ （略） 



２ 前項の手当は、作業に従事した日１日につ
き、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当
該各号に定める額（大規模な災害として企業
長が定める災害に係る作業に従事した場合に
あっては、1,080円）とする。 

 ⑴ （略） 
  ア 巡回監視 710円 
 
 
 
 
  イ 応急作業等 1,080円 
 
 
 
 ⑵ 前項第２号に掲げる作業 1,080円 
 ⑶ 前項第３号に掲げる作業 840円 
 ⑷ 前項第４号に掲げる作業 710円 
 ⑸ 前項第５号に掲げる作業に従事した場合

は、第１号から第４号又は第６号及び第３
項の規定にかかわらず、作業に従事した日
１日につき、前項第１号から第４号又は第
６号に掲げる作業の区分に応じ、第１号か
ら第４号又は第６号に定める額に、その
100分の100に相当する額を超えない範囲内
において企業長が別に定める額を加算した
額とする。 

 
 
 
 
 
 
 ⑹ 前項第６号に掲げる作業 1,080円を超

えない範囲内において、それぞれの作業に
応じて企業長が別に定める額 

３ 前項第１号から第４号又は第６号の規定に
かかわらず、次の各号に掲げる場合の第１項
の手当は、それぞれ当該各号に定める額（同
一の日において当該各号に掲げる場合の２以
上に該当するときは、当該各号に定める額の
うち最も高い額）とする。 

 ⑴ 第１項第１号から第３号までの作業又は
同項第６号の作業（同項第４号に掲げる作
業に相当する作業を除く。）が日没時から
日出時までの間において行われた場合 前
項に定める額にその100分の50に相当する
額を加算した額 

 ⑵ 第１項第３号の作業又は同項第６号の作  
業のうち同項第３号に掲げる作業に相当す
る作業が著しく危険であると企業長が認め
る場合 前項に定める額にその100分の100
に相当する額を加算した額 

 ⑶ 第１項第１号から第３号までの作業又は 
同項第６号の作業（同項第４号に掲げる作
業に相当する作業を除く。）が企業長が著

２ 前項の手当は、作業に従事した日１日つ
き、次の各号に掲げる額とする。 
 
 
 
⑴ （略） 

  ア 巡回監視 480円（当該作業が夜間（
日没時から日の出時までの間をいう。こ
の号において同じ。）に行われた場合に
あっては、当該額にその100分の50に相
当する額を加算した額） 

 イ 応急作業等 730円（当該作業が夜間
に行われた場合にあっては、当該額にそ
の100分の50に相当する額を加算した額
） 

 
  
 
⑵ 前項第２号に掲げる作業に従事した場合
は、前号の規定にかかわらず、作業に従事
した日１日につき、次に掲げる作業の区分
に応じて定める額を超えない範囲内におい
て企業長が別に定める額とする。 
ア 前項第１号に掲げる作業 次に掲げる     
 額 

（ア） 巡回監視 前号アの規定による
額に480円を加算した額 

（イ） 応急作業等 前号イの規定によ
る額に730円を加算した額 

（ウ） 前項第３号に掲げる作業 第３
号の規定による額に同号の規定に
よる額の100分の100に相当する額
を加算した額 

⑶ 前項第３号に掲げる作業 840円を超え
ない範囲内において、それぞれの作業に応
じて企業長が別に定める額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



しく危険であると認める区域で行われた場
合 前項に定める額にその100分の100に相
当する額を加算した額 

 ⑷ 第１項第４号の作業又は同項第６号の作 
業のうち同項第４号に掲げる作業に相当す
る作業が深夜において行われた場合 前項
に定める額にその100分の50に相当する額
を加算した額 

４ （略） 
５ （略） 

 
 
 

 
 
 
 
 
３ （略） 
４ （略） 

  

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規程による改正後の広島県水道広域連合企業団職員の給与に関する規程（以下「

改正後規程」という。）の規定は、令和６年１月１日から施行日の前日までの間にお

いて令和６年能登半島地震による災害に関し、この規程による改正前の広島県水道広

域連合企業団職員の給与に関する規程（以下「改正前規程」という。）第29条第１項

各号に掲げる作業に従事した職員についても適用する。 

 （給与の内払） 

３ 附則第２項の規定により改正後規程第29条を適用する場合においては、改正前規程第

29条の規定に基づいて支給された災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、それぞ

れ改正後規程第29条による災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。 


